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○
国
土
交
通
省
告
示
第
六
百
九
十
六
号

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
百
二
十
三
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き

、
特
別
避
難
階
段
の
階
段
室
又
は
付
室
の
構
造
方
法
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
四
月
二
十
二
日

国
土
交
通
大
臣

石
井

啓
一

特
別
避
難
階
段
の
階
段
室
又
は
付
室
の
構
造
方
法
を
定
め
る
件

建
築
基
準
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
百
二
十
三
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
別
避
難
階
段
の
付

室
の
構
造
方
法
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

通
常
の
火
災
時
に
生
ず
る
煙
を
付
室
か
ら
有
効
に
排
出
で
き
る
も
の
と
し
て
、
外
気
に
向
か
っ
て
開
く
こ
と
の

で
き
る
窓
（
常
時
開
放
さ
れ
て
い
る
部
分
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
（
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限

る
。
）
を
設
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

排
煙
時
に
煙
に
接
す
る
部
分
は
、
不
燃
材
料
で
造
る
こ
と
。

ロ

付
室
の
天
井
（
天
井
の
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
屋
根
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
壁
の
上
部
（
床
面
か
ら
の
高

さ
が
天
井
の
高
さ
の
二
分
の
一
以
上
の
部
分
を
い
う
。
）
に
設
け
る
こ
と
。

ハ

開
口
面
積
は
、
二
平
方
メ
ー
ト
ル
（
付
室
を
令
第
百
二
十
九
条
の
十
三
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
非
常
用
エ

レ
ベ
ー
タ
ー
の
乗
降
ロ
ビ
ー
の
用
に
供
す
る
場
合
（
以
下
「
兼
用
す
る
場
合
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
三
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平
方
メ
ー
ト
ル
）
以
上
と
す
る
こ
と
。

ニ

常
時
閉
鎖
さ
れ
て
い
る
部
分
の
開
放
は
、
手
動
開
放
装
置
に
よ
り
行
な
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

ホ

ニ
の
手
動
開
放
装
置
の
う
ち
手
で
操
作
す
る
部
分
は
、
付
室
内
の
壁
面
の
床
面
か
ら
○
・
八
メ
ー
ト
ル
以
上

一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
下
の
高
さ
の
位
置
に
設
け
、
か
つ
、
見
や
す
い
方
法
で
そ
の
使
用
方
法
を
示
す
標
識
を
設

け
る
こ
と
。

二

通
常
の
火
災
時
に
生
ず
る
煙
を
付
室
か
ら
有
効
に
排
出
で
き
る
も
の
と
し
て
、
最
上
部
を
直
接
外
気
に
開
放
す

る
排
煙
風
道
に
よ
る
排
煙
設
備
（
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
設
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

排
煙
設
備
の
排
煙
口
、
排
煙
風
道
、
給
気
口
、
給
気
風
道
そ
の
他
排
煙
時
に
煙
に
接
す
る
排
煙
設
備
の
部
分

は
、
不
燃
材
料
で
造
る
こ
と
。

ロ

排
煙
口
は
、
開
口
面
積
を
四
平
方
メ
ー
ト
ル
（
兼
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
六
平
方
メ
ー
ト
ル
）
以
上
と

し
、
前
号
ロ
の
例
に
よ
り
設
け
、
か
つ
、
排
煙
風
道
に
直
結
す
る
こ
と
。

ハ

排
煙
口
に
は
、
前
号
ホ
の
例
に
よ
り
手
動
開
放
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

ニ

排
煙
口
は
、
ハ
の
手
動
開
放
装
置
、
煙
感
知
器
と
連
動
す
る
自
動
開
放
装
置
又
は
遠
隔
操
作
方
式
に
よ
る
開

放
装
置
に
よ
り
開
放
さ
れ
た
場
合
を
除
き
、
閉
鎖
状
態
を
保
持
し
、
か
つ
、
開
放
時
に
排
煙
に
伴
い
生
ず
る
気

流
に
よ
り
閉
鎖
さ
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
構
造
の
戸
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
を
有
す
る
こ
と
。

ホ

排
煙
風
道
は
、
内
部
の
断
面
積
を
六
平
方
メ
ー
ト
ル
（
兼
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
九
平
方
メ
ー
ト
ル
）
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以
上
と
し
、
鉛
直
に
設
け
る
こ
と
。

ヘ

給
気
口
は
、
開
口
面
積
を
一
平
方
メ
ー
ト
ル
（
兼
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
・
五
平
方
メ
ー
ト
ル
）
以

上
と
し
、
付
室
の
床
又
は
壁
の
下
部
（
床
面
か
ら
の
高
さ
が
天
井
の
高
さ
の
二
分
の
一
未
満
の
部
分
を
い
う
。

）
に
設
け
、
か
つ
、
内
部
の
断
面
積
が
二
平
方
メ
ー
ト
ル
（
兼
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
平
方
メ
ー
ト
ル

）
以
上
で
直
接
外
気
に
通
ず
る
給
気
風
道
に
直
結
す
る
こ
と
。

ト

電
源
を
必
要
と
す
る
排
煙
設
備
に
は
、
予
備
電
源
を
設
け
る
こ
と
。

チ

電
源
、
電
気
配
線
及
び
電
線
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
十
五
年
建
設
省
告
示
第
千
八
百
二
十
九
号
の
規
定
に
適

合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

通
常
の
火
災
時
に
生
ず
る
煙
を
付
室
か
ら
有
効
に
排
出
で
き
る
も
の
と
し
て
、
排
煙
機
に
よ
る
排
煙
設
備
（
次

に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
設
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

排
煙
口
は
、
第
一
号
ロ
の
例
に
よ
り
設
け
、
か
つ
、
排
煙
風
道
に
直
結
す
る
こ
と
。

ロ

排
煙
機
は
、
一
秒
間
に
つ
き
四
立
方
メ
ー
ト
ル
（
兼
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
六
平
方
メ
ー
ト
ル
）
以
上

の
空
気
を
排
出
す
る
能
力
を
有
し
、
か
つ
、
排
煙
口
の
一
の
開
放
に
伴
い
、
自
動
的
に
作
動
す
る
も
の
と
す
る

こ
と
。

ハ

前
号
イ
、
ハ
、
ニ
及
び
ヘ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

四

通
常
の
火
災
時
に
生
ず
る
煙
を
付
室
か
ら
有
効
に
排
出
で
き
る
も
の
と
し
て
、
令
第
百
二
十
六
条
の
三
第
二
項
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に
規
定
す
る
送
風
機
を
設
け
た
排
煙
設
備
そ
の
他
の
特
殊
な
構
造
の
排
煙
設
備
（
平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千

四
百
三
十
七
号
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
設
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五

通
常
の
火
災
時
に
生
ず
る
煙
が
付
室
に
流
入
す
る
こ
と
を
有
効
に
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
、
加

圧
防
排
煙
設
備
（
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
設
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

付
室
に
設
け
る
給
気
口
そ
の
他
の
排
煙
設
備
の
部
分
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
構
造
で

あ
る
こ
と
。

給
気
口
そ
の
他
の
排
煙
設
備
の
煙
に
接
す
る
部
分
は
、
不
燃
材
料
で
造
る
こ
と
。

（1）

給
気
口
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

（2）

第
一
号
ホ
の
例
に
よ
り
手
動
開
放
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

（ⅰ）

給
気
風
道
に
直
結
す
る
こ
と
。

（ⅱ）

開
放
時
に
給
気
に
伴
い
生
ず
る
気
流
に
よ
り
閉
鎖
さ
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
構
造
の
戸
そ
の
他
こ
れ
に
類

（ⅲ）
す
る
も
の
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

給
気
風
道
は
、
煙
を
屋
内
に
取
り
込
ま
な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。

（3）

の
給
気
口
に
は
、
送
風
機
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（4）

（2）送
風
機
の
構
造
は
、
給
気
口
の
開
放
に
伴
い
、
自
動
的
に
作
動
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（5）
ロ

付
室
は
、
次
の

か
ら

ま
で
に
該
当
す
る
空
気
逃
し
口
を
設
け
て
い
る
隣
接
室
（
付
室
と
連
絡
す
る
室
の

（1）

（5）
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う
ち
階
段
室
以
外
の
室
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
当
該
空
気
逃
し
口
を
設
け
て
い
る
一
般
室
（
隣
接
室
と

連
絡
す
る
室
の
う
ち
付
室
以
外
の
室
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
連
絡
す
る
隣
接
室
と
連
絡
し
て
い
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

イ

の
給
気
口
の
開
放
に
伴
つ
て
開
放
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（1）

（2）
次
の

又
は

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（2）

（ⅰ）

（ⅱ）

直
接
外
気
に
接
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（ⅰ）

厚
さ
が
○
・
一
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
鉄
板
及
び
厚
さ
が
二
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
金
属

（ⅱ）
以
外
の
不
燃
材
料
で
造
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
常
時
開
放
さ
れ
て
い
る
排
煙
風
道
と
直
結
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

次
の

及
び

に
該
当
す
る
構
造
の
戸
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
を
設
け
る
こ
と
。

（3）

（ⅰ）

（ⅱ）

の
規
定
に
よ
り
開
放
さ
れ
た
場
合
を
除
き
、
閉
鎖
状
態
を
保
持
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
空
気
逃

（ⅰ）

（1）
し
口
に
直
結
す
る
排
煙
風
道
が
、
他
の
排
煙
口
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
に
直
結
す
る
風
道
と
接
続
し

な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

開
放
時
に
生
ず
る
気
流
に
よ
り
閉
鎖
さ
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。

（ⅱ）
不
燃
材
料
で
造
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（4）

開
口
面
積
（
平
方
メ
ー
ト
ル
で
表
し
た
面
積
と
す
る
。
ハ

に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
次
の
式
で
定

（5）

（2）
（ⅰ）
（ロ）
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め
る
必
要
開
口
面
積
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
必
要
開
口
面
積
の
値
が
零
以
下
と
な
る
場
合
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

(
V
H

V
e
)

－
A
p

＝

7

こ
の
式
に
お
い
て
、

、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

Ap

V

H

Ve

必
要
開
口
面
積
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）

Ap

付
室
と
隣
接
室
を
連
絡
す
る
開
口
部
（
以
下
「
遮
煙
開
口
部
」
と
い
う
。
）
を
通
過
す
る
排
出
風
速
（

V
単
位

一
秒
間
に
つ
き
メ
ー
ト
ル
）

遮
煙
開
口
部
の
開
口
高
さ
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

H

当
該
隣
接
室
又
は
一
般
室
に
お
い
て
当
該
空
気
逃
し
口
か
ら
の
水
平
距
離
が
三
十
メ
ー
ト
ル
以
下
と
な

Ve
る
よ
う
に
設
け
ら
れ
た
排
煙
口
の
う
ち
、
令
第
百
二
十
六
条
の
三
第
一
項
第
七
号
の
規
定
に
適
合
す
る
排

煙
風
道
で
、
か
つ
、
開
放
さ
れ
て
い
る
も
の
に
直
結
す
る
排
煙
口
（
不
燃
材
料
で
造
ら
れ
、
か
つ
、
付
室

の
給
気
口
の
開
放
に
伴
い
自
動
的
に
開
放
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
排
煙
機
（
当
該
排
煙
口
の
開
放
に

伴
い
自
動
的
に
作
動
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
る
排
出
能
力
（
単
位

一
秒
間
に
つ
き
立
方
メ
ー
ト
ル

）

ハ

遮
煙
開
口
部
に
あ
っ
て
は
、
次
の

及
び

に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

（1）

（2）
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遮
煙
開
口
部
に
お
け
る
排
出
風
速
（
メ
ー
ト
ル
毎
秒
で
表
し
た
数
値
と
す
る
。
）
が
、
当
該
遮
煙
開
口
部

（1）
の
開
口
幅
を
四
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
し
た
と
き
に
、
次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ

（ⅰ）

（ⅲ）

ぞ
れ

か
ら

ま
で
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
必
要
排
出
風
速
以
上
で
あ
る
こ
と
。

（ⅰ）

（ⅲ）

隣
接
室
が
、
一
時
間
準
耐
火
基
準
に
適
合
す
る
準
耐
火
構
造
の
壁
（
小
屋
裏
又
は
天
井
裏
に
達
し
た
も

（ⅰ）
の
で
、
か
つ
、
給
水
管
、
配
電
管
そ
の
他
の
管
が
当
該
壁
を
貫
通
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
管
と
当

該
壁
と
の
隙
間
を
モ
ル
タ
ル
そ
の
他
の
不
燃
材
料
で
埋
め
た
も
の
に
限
る
。
）
又
は
特
定
防
火
設
備
（
当

該
特
定
防
火
設
備
を
設
け
る
開
口
部
の
幅
の
総
和
を
当
該
壁
の
長
さ
の
四
分
の
一
以
下
と
す
る
場
合
に
限

る
。
）
で
区
画
さ
れ
、
か
つ
、
令
第
百
二
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
火
災
の
発
生
の
お
そ
れ
の
少
な
い

室
（
以
下
単
に
「
火
災
の
発
生
の
お
そ
れ
の
少
な
い
室
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合

隣
接
室
が
、
平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
四
百
号
第
十
五
号
に
規
定
す
る
不
燃
材
料
の
壁
（
小
屋
裏

（ⅱ）
又
は
天
井
裏
に
達
し
た
も
の
で
、
か
つ
、
給
水
管
、
配
電
管
そ
の
他
の
管
が
当
該
壁
を
貫
通
す
る
場
合
に

お
い
て
は
、
当
該
管
と
当
該
壁
と
の
隙
間
を
モ
ル
タ
ル
そ
の
他
の
不
燃
材
料
で
埋
め
た
も
の
に
限
る
。
）

又
は
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
九
号
の
二

ロ
に
規
定
す
る
防
火
設
備
で
区
画
さ
れ
、
か
つ
、
火
災
の
発
生
の
お
そ
れ
の
少
な
い
室
で
あ
る
場
合
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又
は

に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

（ⅲ）

（ⅰ）

（ⅱ）

か
ら

ま
で
の
式
に
お
い
て
、V

及
びH

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

（ⅰ）

（ⅲ）

必
要
排
出
風
速
（
単
位

一
秒
間
に
つ
き
メ
ー
ト
ル
）

V

遮
煙
開
口
部
の
開
口
高
さ
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

H次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（2）

次
の

及
び

に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（ⅰ）

（イ）

（ロ）

遮
煙
開
口
部
に
設
け
ら
れ
て
い
る
戸
の
部
分
の
う
ち
、
天
井
か
ら
八
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る

（イ）
距
離
に
あ
る
部
分
に
ガ
ラ
リ
そ
の
他
の
圧
力
調
整
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
遮
煙
開

口
部
に
近
接
す
る
部
分
（
当
該
遮
煙
開
口
部
が
設
け
ら
れ
て
い
る
壁
の
部
分
の
う
ち
、
天
井
か
ら
八
十

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
距
離
に
あ
る
部
分
に
限
る
。
）
に

に
規
定
す
る
必
要
開
口
面
積
以
上
の

（ロ）

開
口
面
積
を
有
す
る
圧
力
調
整
ダ
ン
パ
ー
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
お

い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

の
圧
力
調
整
装
置
の
開
口
部
の
開
口
面
積
が
、
次
の
式
で
定
め
る
必
要
開
口
面
積
以
上
で
あ
る
こ

（ロ）

（イ）
と
。

A
d
m
p

＝0
.
0
4
V
H
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こ
の
式
に
お
い
て
、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

Admp

V

H

必
要
開
口
面
積
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）

Admp

遮
煙
開
口
部
を
通
過
す
る
排
出
風
速
（
単
位

一
秒
間
に
つ
き
メ
ー
ト
ル
）

V

遮
煙
開
口
部
の
開
口
高
さ
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

H遮
煙
開
口
部
に
設
け
ら
れ
た
戸
が
、
イ

の
送
風
機
を
作
動
さ
せ
た
状
態
で
、
百
ニ
ュ
ー
ト
ン
以
下
の

（ⅱ）

（4）

力
で
開
放
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ

第
二
号
ト
及
び
チ
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

ホ

法
第
三
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
建
築
物
に
設
け
る
加
圧
防
排
煙
設
備
の
制
御
及
び
作
動
状
態
の
監
視
は

、
中
央
管
理
室
に
お
い
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
八
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


